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不確実性を伴うリスクを想定した

自治体 策定のあり方に関する研究

―三鷹市のリスク管理行政におけるリスクコミュニケーションとまちづくりの観点から―

 
中山 敬太 

本稿は、自然災害や感染症パンデミックのような「不確実性」を伴うリスクに対する自治体の業務継

続計画（BCP）策定の新たなあり方を検討するに際して、「地域防災計画」との関係性についても触れ

ながら、「リスク管理行政」と「危機管理行政」の違いを整理した上で、具体的に三鷹市の BCP 策定等

をめぐる「リスク管理行政」に差別化要素を見出し、当該関連部署へのヒアリングやアンケート調査内

容等を踏まえて、その現状や根本的な課題を示した。その上で、リスクコミュニケーションのデザイン

を伴うまちづくり行政との関連性やその必要性を新たに指摘し、「不確実性」に対処する BCP 策定上

の基軸となる考え方や本質的な要素を見出した。また、通常 BCP の運用・実施が想定している非常時

に限らず、BCP 内にリスクコミュニケーションの新たな発現の機会を創出することの必要性を含め

BCP は平時段階から既にその実質的な運用実施をしていくことが「不確実性」に対処する上でもより

重要なアプローチになることを新たに示した。 

キーワード：業務継続計画（BCP） 不確実性のスパイラル リスクコミュニケーション 

まちづくり コミュニティ リスク管理行政 危機管理行政 

はじめに

研究概要

本稿では、「不確実性」を伴うリスクに対する自治体の業務継続計画（BCP）策定のあり方に関して、三鷹市

の BCP 等を事例に、そのリスク管理行政におけるリスクコミュニケーションとコミュニティを含むまちづくり

行政の観点から追究し検討を行う。 

そこで、以下では、研究概要の一環として、研究背景、研究目的、研究手法、そして本研究の社会的意義を示

した上で、本稿における検討事項の射程となり得る問題の所在を示す。 

なお、本稿において重要なキーワードとなる「業務継続計画」（BCP：Business Continuity Plan）に関して、定

義を含め位置づけを示す。「業務継続計画」（以下、BCP）とは、「災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等

利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに、

業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、地震等による大規模災害発生時に

あっても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画」１）である。また、別の定義として、BCP は「自然災

害、感染症のパンデミック、大規模事故などが発生した場合に、自らの組織の業務を中断しないように、あるい

は万が一業務が一時中断するという状況に陥ったとしてもいち早く元の状態に戻す（復旧する）ために、平常時

にどのような準備（事前対策）をし、有事にどのような対応をしていくかを予め整理する計画」２）であると定義

づけている。これらの BCP の定義に鑑みると、被災した地域全体や市民を必ずしも対象とはしておらず、自治

体（行政組織）自らが被害を被った際を想定した計画であるという点、そして上述されているように、BCP には
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は万が一業務が一時中断するという状況に陥ったとしてもいち早く元の状態に戻す（復旧する）ために、平常時

にどのような準備（事前対策）をし、有事にどのような対応をしていくかを予め整理する計画」２）であると定義

づけている。これらの BCP の定義に鑑みると、被災した地域全体や市民を必ずしも対象とはしておらず、自治

体（行政組織）自らが被害を被った際を想定した計画であるという点、そして上述されているように、BCP には

「平常時」（平時）と「有事」（非常時）へのそれぞれの対応があるという点などが本稿では重要な視点となる。

その他、この を策定するに際して留意するべきリスクや危機的な事象は、必ずしも地震および風水害などの

自然災害や感染症に限定されておらず、テロ等の事件や大規模事故などもその対象となる３）。

研究背景

地震や台風などの自然災害が比較的に多い日本では、「防災・減災の主要な施策が、完全に災害を防ぐという

よりも、災害の被害が生じたとしてもできる限り小さくすることと、災害からの復旧・復興をできる限り早くす

ることに重点が置かれている」４）のが現状である。確かに、「本来『防災』の理想は、災害を完全に防止する、

つまり、災害を予測・予見して未然に防止する『事前防災』である」５）とも言われている。しかし、ルーマンが

提唱した「リスク社会」から、近年は Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity

（曖昧性）の略語である「VUCA」の時代と呼ばれるような中、甚大な人的被害をもたらした 2011 年 3 月 11 日

の東日本大震災および 2024 年 1 月 1 日に生じた能登半島地震等の自然災害や新型コロナウイルス（COVID-19）

によるパンデミック等の感染症など不確実性（U：Uncertainty）の伴うリスクがいつどこで生じるか否かすら分

からない状況で日々生活をしている状況下で、あらゆる災害やパンデミック等を予測・予見して未然に防ぐこと

は現実的な話ではない。このような状況下で暮らす市民が、国による支援よりも身近で直接的かつ具体的な行政

サービスを提供する地方自治体として、「災害に強い都市づくりは、まちづくり政策の根本である」６）とも言わ

れる中で、このような不確実性の伴うリスクに対して当事者意識をもってより実効性を担保した対処をすべく、

平時からの予防的な「業務継続計画（BCP）」の策定や見直し等をする必要がある。なぜなら、「もともと、自治

体など行政機関は危機に対して脆弱である」と言われており、それは「ルールや規則からはずれた例外や、突発

的な異例を想定しないのが行政機関の特色である」とされており、それにより「想定を超える不測事態の発生に

自治体は準備が整っていない場合が多い」状況だからである７）。具体的には、「1995 年の阪神淡路大震災、2004

年の新潟県中越地震、2011 年の東日本大震災、2015 年の鬼怒川氾濫による水害、2016 年の熊本地震で災害対策

本部を設置した自治体庁舎が被災し、対策本部機能の低下や一時停止が発生した」８）ことや、上述でも示した新

型コロナウイルス等による感染症パンデミックを含め「地震以外にも水害、テロ、庁舎近辺での大規模火災や爆

発等が発生すると、全職員を退避させることになり災害対策本部の設置、運用が困難になる」９）といった各自治

体の庁舎等のハード面や災害対策本部の機能不全および職員不足等のソフト面において、その両側面で実効性

を担保した予防的対策が講じられているとは言えない実情があることもその理由となっている。 

このような「想定を超える不測事態」、すなわち不確実性を伴うリスクに対して、「自治体行政の欠陥を一部で

も補填しようとするのが業務継続計画である」１０）ことから、本研究では具体的な地方自治体である東京都三鷹

市の BCP 等を事例にして、普段のリスクコミュニケーションのデザイン及びそれに伴う関連する新たなコミュ

ニティ形成やコミュニティの継続性を含むソフト面のまちづくりの要素を盛り込んだ BCP 策定のあり方を追究

できるのではないかという研究の問題意識がある。なお、本稿における「リスクコミュニケーション」とは、全

米研究評議会（NRC：National Research Council）が定義づけた「人の健康または環境に対する、リスクまたは潜

在的なリスクに関する個人・集団・組織間での、情報および意見の相互交換プロセスである」１１）と位置付ける

ことにする。このリスクコミュニケーションで特に留意すべき点としては、何らかの意思決定までを必ずしも求

めていない点、すなわち合意プロセスではない点が重要になる。 

 
研究目的と研究手法

上記で示したような VUCA の時代において、特に不確実性を伴うリスクに対しては、取得できる限られた情

報源の中で何らかのリスク意思決定をせざるを得ない状況下で、今後の地方自治体における BCP やまちづくり
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行政のあり方（アプローチ）もより一層変革が求められることになる。各自治体で取り組まれているリスク管理

行政の施策を含む BCP 策定や関連するリスク政策等に関して、リスクコミュニケーションのデザインを伴うコ

ミュニティ形成などのソフト面に焦点を当てたまちづくりのあり方にも着目し、今後生じ得る可能性のイメー

ジ及び想定した不確実性に対処する BCP 策定の重要性とその新たなあり方（実現可能性を含む）、そしてそれら

の根本的な要素等を探ることが本質的な課題となり、本研究では当該課題解決やその探究に向けた検証や考察

を通じて、新たな視座を示し、政策的示唆の可能性を探ることを主な目的としている。 

また、具体的な本研究の手法としては、大別して以下の 2 つに分けた研究調査活動を実施した。具体的に、ま

ず、地方自治体（三鷹市）の BCP の大まかな全体像をキャッチアップし、その中でも三鷹市の特徴や本質的な

課題を文献調査や当該 BCP 策定部署へのインタビュー等を通じて明らかにする。次に、三鷹市のコミュニティ

行政を担当する部署へのアンケート調査等を踏まえ、その計画策定のあり方に関してリスクコミュニケーショ

ンのデザインを伴うまちづくりの観点から検討・分析を行った。 

 
研究の社会的意義

本研究は、不確実性を伴うリスクに対する地方自治体における「リスク管理行政」の一環としての BCP 策定

から実際の運用実施をめぐって、新たなリスクコミュニケーションのデザインとコミュニティ形成を含むまち

づくりの観点から検討を行った点に、今までの先行研究との差別化要素がある。つまり、一般的に自治体 BCP

は非常時に対処する「危機管理」の一環として認識されているが、本稿では平時における当該 BCP 策定段階に

より焦点を当てた「リスク管理」の一環として検討を行った点に差別化できる点がある。 

また、具体的な特定の自治体である三鷹市におけるインタビューやアンケート調査内容を基に検証した点に、

関連する先行研究のレビュー等を踏まえた上で、当該研究の希少的価値とその社会的意義を見出すことができ

る。 

 
問題の所在

上述した本研究の目的等を明らかにし、新たな視座や政策的示唆を示す上で、本質的な問題が存在する。具体

的には、大別して次の３つの問題がある。 

まず、一自治体、すなわち本稿で具体的な対象とする三鷹市の BCP をめぐる「リスク管理行政」上の本質的

な課題は何かという問題である。この課題を追究していく上で、共通する潜在的要素等が見出すことができるか

という問題や当該問題を根本的に解決していくアプローチや考え方はあるのかという問題も派生的に生じる。 

次に、「リスク管理行政」の一環としての BCP 策定および運用実施をめぐり、平時におけるリスク・コミュニ

ティ行政（まちづくり行政）を関連付けて検討する必要性があるのか否かという問題がある。 

最後に、上記で示したような「リスク管理行政」の一環としての BCP と平時におけるコミュニティ行政の関

連付けやアプローチをしていくことのメリットやデメリットは何か、そして自治体 BCP 内にリスクコミュニ

ケーションの観点から一体どのような有効可能性を見出すことができるのかという問題がある。 

なお、以上の内容は、先述した本質的な課題にも繋がる問題となる。 

 
地域防災計画と業務継続計画（BCP）の位置づけとその関係性

 
以下では、上記の研究概要を踏まえた上で、地方自治体における「地域防災計画」や「業務継続計画（BCP）」

の位置づけやその必要性および関係性について、自治体の「リスク管理行政」と「危機管理行政」の違いにも言

及しながら示す。 
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最後に、上記で示したような「リスク管理行政」の一環としての BCP と平時におけるコミュニティ行政の関

連付けやアプローチをしていくことのメリットやデメリットは何か、そして自治体 BCP 内にリスクコミュニ

ケーションの観点から一体どのような有効可能性を見出すことができるのかという問題がある。 

なお、以上の内容は、先述した本質的な課題にも繋がる問題となる。 

 
地域防災計画と業務継続計画（BCP）の位置づけとその関係性

 
以下では、上記の研究概要を踏まえた上で、地方自治体における「地域防災計画」や「業務継続計画（BCP）」

の位置づけやその必要性および関係性について、自治体の「リスク管理行政」と「危機管理行政」の違いにも言

及しながら示す。 

地域防災計画と自治体BCPについて

まず、地域防災計画に関しては、災害対策基本法１２）の第 40 条（都道府県地域防災計画）及び第 42 条（市町

村地域防災計画）において、それぞれ都道府県と市町村に設置されている防災会議（都道府県防災会議・市町村

防災会議）が防災基本計画に基づき当該地域に係る各地域防災計画を作成しなければならないことになってい

る。なお、防災基本計画は、災害対策基本法に基づき中央防災会議が作成することが求められており（同法第 34

条第 1 項）、また当該基本計画は、国の「防災に関する総合的かつ長期的な計画」、「防災業務計画及び地域防災

計画において重点をおくべき事項」、そして「防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項で、

中央防災会議が必要と認めるもの」が定められている（同法第 35 条第 1 項）。このように、地域防災計画は、日

本の全都道府県と全市町村が中央防災会議の作成する防災基本計画が定める基準等に基づいて策定が義務付け

られていることになる。 

しかし、この地域防災計画に関しては、実効性の担保という観点等で大別して 4 つの課題がある。具体的に、

第 1 に、各自治体によって「計画の分量にはバラツキが見られる」が、「いくつかの市が策定した地域防災計画

を検討すると、体裁はほぼ国のガイドラインや都道府県が創る地域防災計画に準じた構成をとっている」傾向が

あり、「必要と思われる事項が並べられるだけで、実践的な中身が乏しい」という課題がある１３）。第 2 に、「地

域防災計画が各種の災害を列挙し、それぞれについて準備と対策を掲載する方法には問題がある」１４）との指摘

もされている。その理由として「どれほど周到な準備をしても災害はシナリオ通りに発生することはない」ので

あって、このような「災害は想定外の形を取って起こるために危機と呼ばれている」からである１５）。この点、

先述したように災害が想定外の形で生じれば「危機」となるが、「シナリオ通りに発生することはない」状態、

すなわち未だ実際に生じていない状態のままであれば、「不確実性を伴うリスク」となることを意味する。第 3

に、「従来の計画はすべての機関が正常に稼働していることを前提にしている」１６）点である。つまり、実際に災

害等が生じた非常時においては、自治体の各機関すべてが平時と同様に正常に機能している可能性は低く、正常

に稼働していることを前提として当該計画を策定している点は改善の余地があると言える。最終的にどこまで

を想定した計画策定をするかによるが、少なくとも震災等の「非常時」では自治体のハード面（建物など）やソ

フト面（人員など）が正常に機能しなくなることを「平時」段階からいかに具体的にイメージすることができる

かが求められる。そして第 4 に、災害等により地域が「甚大な被害を受ける状況で、自治体が自己完結的に災害

に対応するという方法にも限界」があり、今後は「隣接する複数の自治体が行政領域を越え、場合によっては企

業も巻き込んだ協働型で危機に立ち向かう制度の構築が求められる」ことが指摘されている１７）。 

これら上述で示した地域防災計画の課題を解決する 1 つのアプローチとして、自治体 BCP の平時における策

定と非常時の実施・運用を挙げることができる。この自治体の BCP は、「地域防災計画に欠けていた実務性を補

完する」機能がある。具体的には、「BCP は機動性の乏しい地域防災計画の欠点を補い、災害対応を実践型に変

えるマニュアルである」とされており、その掲載内容は「実務に直結した具体的な災害対応策に限られる」と言

われている１８）。 

では、地域防災計画の課題を解決する 1 つのアプローチとしての BCP は、具体的になぜその必要性が示され

ており、いかなる効果が期待されているのかが問題となる。この点、BCP の必要性に関しては、災害やパンデ

ミック等に際してその「応急業務に限られず、優先的に継続すべき通常業務までを含めた非常時優先業務の継続

が遂行できる体制を検討していくこと」が挙げられており、具体的にこの「非常時優先業務を円滑に実施するた

めには、地方公共団体自身が被災し、制約が伴う状況下にあっても、業務が遂行できる体制をあらかじめ整えて

おくことが必要」であると言われている１９）。また、その BCP の効果としては、当該計画策定をすることにより

「非常時優先業務を適切かつ迅速に実施することが可能」となり、「地域防災計画や災害対応マニュアルでは必

ずしも明らかでなかった『行政も被災する深刻な事態』も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確
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となり、非常時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全に

なることを避け、早期により多くの業務を実施できるようになる」と言われている２０）。 

しかし、この BCP の期待される効果に示した「災害発生直後の混乱で行政が機能不全になることを避け」と

いう点は、当該 BCP の策定や運用等により必ずしも得られるとは限らず、むしろ被害が甚大で自治体行政の機

能不全のままの可能性もあり、また BCP によっては当該内容そのものが機能不全をもたらす直接的および間接

的な原因になり得る可能性すらあるという本質的な問題があると考える。なお、この点に関しては、上述した地

域防災計画の課題でもある「すべての機関が正常に稼働していることを前提にしている」という点とも類似する

側面がある。 

 

自治体BCPとリスク管理行政について

次に、自治体 BCP とリスク管理行政をめぐる内容を示すにあたって、その前提として自治体における「リス

ク管理行政」と「危機管理行政」は基本的に異なる。なお、この双方の管理行政の違いを検討するに際して、「リ

スク」と「危機」という概念が意味する内容が問題となる。この点、「リスク」や「危機」の定義は、学問分野

や領域等によってその内容や位置づけは異なり、数多く存在する。本稿では「リスク」は「危害の発生確率と危

害の重大さの組み合わせ」２１）（ISO/IECGUIDE51：1999）と定義し、その一方で「危機」に関しては、「獲得し

た価値に対する損害の高い蓋然性」２２）と位置づけることにする。この「危機」は「①自然災害の危機、②安全

保障上の危機、③財政危機、④公衆衛生上の危機などに分類されるが、いずれも、個人的な危機としてのみなら

ず、社会的あるいはグローバルな危機としても捉えられる点が特徴である」とされており、「これらの危機が複

合的に発生することで、対応がより複雑で長期的とならざるを得ない状況が生まれている」のも現状である２３）。

つまり、このように「危機」概念が意味する範囲の多様性と複合的発生、そして長期化することによって生じる

時代の変化等がより問題を深刻化および複雑化させていることになる。なお、この点、「リスク」概念において

も同趣旨のことが言える。 

日本において用いられている「危機管理」という概念は、「事態（Incident）管理、危機（Crisis）管理、セキュ

リティ（Security）の 3 つの概念が混同して用いられている」２４）傾向があり、そして「自然災害や大規模な事件・

事故などの幅広い危機を対象とし、また単なる危機対応にとどまらず、危機の予防や再発防止などを含めたトー

タルな管理として一般的には捉えられているであろう」２５）と言われている。また、一般的に自治体等の BCP 策

定やその運用に際しては、「危機管理」の一環として議論されている傾向が多い２６）。確かに、自治体 BCP は、

震災、風水害、火山、そして大規模事故などの非常事態が生じた際を想定して策定・運用されるため、実際に生

じた「危機」を管理する領域として取り扱われる傾向がある。しかし、何らかの災害が生じた際の自治体 BCP の

実施・運用であれば「危機管理」（Crisis Management）となるが、当該 BCP の策定段階では「リスク管理」（Risk 

Management）の領域となる。具体的に、この点に関しては、「危機管理」と「リスク管理」との違いにもなるが、

前者が実際に何らかの危機が生じた際に当該悪影響を最小限にするなどの対策やそのアプローチになるのに対

して、後者は何らかのリスクが生じないようにするための予防的な事前対策やそのアプローチを意味する。つま

り、「危機管理」と「リスク管理」に関しては、当該管理をする「対象」、すなわち前者は既に生じている事象（過

去）なのか、後者はこれから生じる可能性がある事象（将来）なのかの違いがある。したがって、自治体 BCP に

は、当該策定段階（平時）における「リスク管理」と当該実施・運用段階（非常時）の「危機管理」という 2 つ

の側面があることが分かる。 

このように、自治体 BCP には、平時の「リスク管理」と非常時の「危機管理」という 2 面性があり、一般的

に BCP は「危機管理行政」の一環として主眼がおかれているが、本稿では平時における当該策定段階により焦

点を当てた「リスク管理行政」の一環として検討を進め議論を展開する。 
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となり、非常時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全に

なることを避け、早期により多くの業務を実施できるようになる」と言われている２０）。 

しかし、この BCP の期待される効果に示した「災害発生直後の混乱で行政が機能不全になることを避け」と

いう点は、当該 BCP の策定や運用等により必ずしも得られるとは限らず、むしろ被害が甚大で自治体行政の機

能不全のままの可能性もあり、また BCP によっては当該内容そのものが機能不全をもたらす直接的および間接

的な原因になり得る可能性すらあるという本質的な問題があると考える。なお、この点に関しては、上述した地

域防災計画の課題でもある「すべての機関が正常に稼働していることを前提にしている」という点とも類似する

側面がある。 

 

自治体BCPとリスク管理行政について

次に、自治体 BCP とリスク管理行政をめぐる内容を示すにあたって、その前提として自治体における「リス

ク管理行政」と「危機管理行政」は基本的に異なる。なお、この双方の管理行政の違いを検討するに際して、「リ

スク」と「危機」という概念が意味する内容が問題となる。この点、「リスク」や「危機」の定義は、学問分野

や領域等によってその内容や位置づけは異なり、数多く存在する。本稿では「リスク」は「危害の発生確率と危

害の重大さの組み合わせ」２１）（ISO/IECGUIDE51：1999）と定義し、その一方で「危機」に関しては、「獲得し

た価値に対する損害の高い蓋然性」２２）と位置づけることにする。この「危機」は「①自然災害の危機、②安全

保障上の危機、③財政危機、④公衆衛生上の危機などに分類されるが、いずれも、個人的な危機としてのみなら

ず、社会的あるいはグローバルな危機としても捉えられる点が特徴である」とされており、「これらの危機が複

合的に発生することで、対応がより複雑で長期的とならざるを得ない状況が生まれている」のも現状である２３）。

つまり、このように「危機」概念が意味する範囲の多様性と複合的発生、そして長期化することによって生じる

時代の変化等がより問題を深刻化および複雑化させていることになる。なお、この点、「リスク」概念において

も同趣旨のことが言える。 

日本において用いられている「危機管理」という概念は、「事態（Incident）管理、危機（Crisis）管理、セキュ

リティ（Security）の 3 つの概念が混同して用いられている」２４）傾向があり、そして「自然災害や大規模な事件・

事故などの幅広い危機を対象とし、また単なる危機対応にとどまらず、危機の予防や再発防止などを含めたトー

タルな管理として一般的には捉えられているであろう」２５）と言われている。また、一般的に自治体等の BCP 策

定やその運用に際しては、「危機管理」の一環として議論されている傾向が多い２６）。確かに、自治体 BCP は、

震災、風水害、火山、そして大規模事故などの非常事態が生じた際を想定して策定・運用されるため、実際に生

じた「危機」を管理する領域として取り扱われる傾向がある。しかし、何らかの災害が生じた際の自治体 BCP の

実施・運用であれば「危機管理」（Crisis Management）となるが、当該 BCP の策定段階では「リスク管理」（Risk 

Management）の領域となる。具体的に、この点に関しては、「危機管理」と「リスク管理」との違いにもなるが、

前者が実際に何らかの危機が生じた際に当該悪影響を最小限にするなどの対策やそのアプローチになるのに対

して、後者は何らかのリスクが生じないようにするための予防的な事前対策やそのアプローチを意味する。つま

り、「危機管理」と「リスク管理」に関しては、当該管理をする「対象」、すなわち前者は既に生じている事象（過

去）なのか、後者はこれから生じる可能性がある事象（将来）なのかの違いがある。したがって、自治体 BCP に

は、当該策定段階（平時）における「リスク管理」と当該実施・運用段階（非常時）の「危機管理」という 2 つ

の側面があることが分かる。 

このように、自治体 BCP には、平時の「リスク管理」と非常時の「危機管理」という 2 面性があり、一般的

に BCP は「危機管理行政」の一環として主眼がおかれているが、本稿では平時における当該策定段階により焦

点を当てた「リスク管理行政」の一環として検討を進め議論を展開する。 

三鷹市の事業継続計画（BCP）をめぐるリスク管理行政の現状と課題

 

上述内容を踏まえ、本研究で具体的に実施した三鷹市の当該関係部署へのヒアリング調査２７）やアンケート調

査２８）の内容に関しても触れながら、以下では同市の BCP をめぐるリスク管理行政の現状と課題について示す。 

 

三鷹市の事業継続計画（BCP）をめぐるリスク管理行政の現状

以下では、三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政に関して、三鷹市役所の総務部防災課と健康福祉部健康推

進課へのヒアリング調査内容を踏まえ、その現状を示す。 

 

三鷹市の防災リスク関連BCP 
まず、三鷹市における防災等における BCP に関して、当該策定の管轄部署である防災課へのヒアリング調査

等の内容を踏まえ、その現状等を示す。 

三鷹市の BCP の策定に際して、その全体を統括する部署は防災課であり、同課が関連担当課にヒアリング等

をして防災関連の BCP（「三鷹市事業継続計画[震災編]」２９））の作成をしている。その他に、三鷹市では下水道

関連や ICT 関連（「三鷹市 ICT 事業継続計画書」３０））の BCP も作成されている状況である。 

三鷹市の BCP 策定に際して、当該策定に特徴をあえて出さないことが、非常時の際に他自治体等を含め支援

してもらうためにも重要な側面であるという認識がある。その上で、当該 BCP 策定にあたっては、国（内閣府）

が設けている「業務継続計画の特に重要な 6 要素」に準じて作成を行っているのが現状である。なお、この 6 要

素とは、①首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、②本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の

特定、③電気、水、食料等の確保、④災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、⑤重要な行政データの

バックアップ、そして⑥非常時優先業務の整理である３１）。 

また、三鷹市の BCP（防災編）では、各協力団体等との連携をしており、「非常時優先業務を迅速に遂行する

体制を確保するため、民間協力団体等と緊急食料の確保、道路障害物の除去、橋梁等公共施設の応急復旧、医薬

品・医療資器材の調達、下水道管路の応急措置等に関して 39 件の協定を締結している」３２）状況である。上記

からも分かるように、BCP（防災編）では、各協力団体等との連携に際して自主防災組織等を含む町会・自治会

との連携等に関する記載はされていないのが現状である。この点に関しては、本研究において検討するまちづく

り行政との関連の一環として当該 BCP の記載内容および三鷹市にもヒアリング調査にて確認をした内容である。 

三鷹市の感染症（コロナウイルス）関連 BCP 
次に、三鷹市における新型インフルエンザ等（コロナウイルスを含む）における BCP（対策行動計画）に関し

て、当該策定の管轄部署である健康推進課へのヒアリング調査等の内容を踏まえ、その現状等を示す。 

上述した三鷹市の防災関連の BCP（「三鷹市事業継続計画」［震災編］）とは異なり、新型コロナウイルス

（COVID-19）のような感染症等に関しては、災害対策基本法に特段の記載等がなく、それに伴い BCP 策定義務

がない状況ではあるが、三鷹市では健康推進課がまだ公開はされていないものの、感染症 BCP の策定をしてい

るのが現状である。なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法・第 8 条３３）に基づき、関連する「市町村行動

計画」は既に作成されている状況ではあるが、当該行動計画は BCP とは異なる性質があることになる。その他、

「感染症対応の中核的な行政機関は、保健所である」３４）とも言われている中で、三鷹市は保健所がない自治体

であるため、その体制についての現在見直しなどが行われている状況である。 

また、新型コロナウイルス（COVID-19）感染症対策の一環として、三鷹市では 2020 年 2 月 21 日に独自で「三

鷹市新型コロナウイルス感染症対策本部」を上述した新型インフルエンザ等対策特別措置法や三鷹市新型イン
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フルエンザ等対策本部条例に基づく位置付けとして設置し、具体的に「市施設の休館、事業やイベントの中止や

緊急対応方針等について議論を行い、考え方や対応についての協議や情報共有を行った」経緯がある３５）。この

ような対策本部の COVID-19 発症の早期段階からの設置やその推進体制の構築・強化は、「感染症に関する情報

が不足する中で、感染状況及び市民や事業者への影響を庁内で共有することが可能となり、緊急対応方針など、

各種対策をいち早く実施することができ」、また「より早期段階で全庁横断的な体制を整備することは、迅速な

支援及び感染予防や感染拡大防止対策を実施する上で有効かつ重要であった」と三鷹市としても振り返りをし

ている状況である３６）。 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのような非常時（緊急時）は、自治体の長（三鷹市長など）が

トップダウンでアクションを行い、今後の方針等の指示をしなければ迅速な対応ができない。その際に、いかな

る形で意思決定をしていくかは、予防行政（リスク管理行政）として当該感染症対策が広域的な対策が必要にな

る特徴もあり、近隣の自治体や国の方針等も重要になることから、一自治体（三鷹市）として BCP 等を含むそ

の対策方針等に独自の特徴（オリジナルさ）を打ち出すことは必ずしも常にプラスの影響をもたらすとは限らな

いという考えにも基づいており、当該基準や行動指針等を含めその詳細を予めすべて細かく定めておく必要は

ないということも理解しながら三鷹市は対応を進めてきている状況である。 

 

三鷹市の事業継続計画（BCP）をめぐるリスク管理行政の課題

上述した三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の現状や現場担当の実態を伴ったヒアリング調査内容等を踏

まえ、その課題について示す。 

三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の課題としては、次の 5 つに大別することができる。なお、以下に示

す BCP をめぐるリスク管理行政の課題に関しては、具体的に三鷹市の防災課と健康推進課の担当者から実際に

ヒアリング調査をした内容等に基づいて示す。それに伴い、以下内容は、三鷹市の BCP に関するリスク管理行

政の課題を網羅的に示した内容ではないことを予め付言しておく。 

第 1 に、三鷹市の BCP は「防災編」の策定に留まっており、「風水害」関連の項目内容がない点が課題として

挙げることができる。なお、現在でも風水害に関しては BCP 等の策定の動きは見受けられない状況である。こ

の点、近年の地球温暖化等に伴う気候変動により生じている甚大な風水害の対策は、自治体としても早急に取り

組まなければならないリスクの一つである。 

第 2 に、三鷹市の BCP（防災編）は、平成 24 年（2012 年）の策定後に特段の改訂等もされていない状況であ

り、2011 年の東日本大震災後に策定されてから現在に至るまでに直近の能登半島地震などを含め大きな震災を

いくつか経験している中で、その教訓等を BCP に反映するなどアップデートがなされていないことが課題とな

る。ただし、三鷹市では BCP（震災編）も改訂の動きが出てきている状況である 

第 3 に、BCP は非常時における優先業務を含む通常業務の継続に関する方向性を定めているため、各担当部

署等でその詳細は別途定める必要がある点が課題となっている。その一方で、BCP 等で定めておいても、いつ、

どこで、どれほどの規模の地震等の災害が生じるのか否かすら不確実な状況下において、実際に災害等が生じた

際に計画通りのプロセスを経てアプローチができるとは限らず、当該計画を策定すること自体の難しさがある。

つまり、細かく詳細に BCP を策定しても、実際に震災等の自然災害やパンデミックなどの不測の事態となった

場合は、その効果等は期待できない可能性も一定程度残ることになる。よって、このことは BCP 策定段階にお

ける不確実性があることを意味する。 

第 4 に、新型コロナウイルス（COVID-19）などの新型感染症が一体どのような性質があるのかを迅速かつ正

確に把握することは難しく、その実効性を担保した具体的な対策を講じるにあたっての BCP 策定にはその改訂

を含め不確実性がある点を課題として挙げることができる。なお、この点も BCP 策定段階における不確実性と
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フルエンザ等対策本部条例に基づく位置付けとして設置し、具体的に「市施設の休館、事業やイベントの中止や

緊急対応方針等について議論を行い、考え方や対応についての協議や情報共有を行った」経緯がある３５）。この

ような対策本部の COVID-19 発症の早期段階からの設置やその推進体制の構築・強化は、「感染症に関する情報

が不足する中で、感染状況及び市民や事業者への影響を庁内で共有することが可能となり、緊急対応方針など、

各種対策をいち早く実施することができ」、また「より早期段階で全庁横断的な体制を整備することは、迅速な

支援及び感染予防や感染拡大防止対策を実施する上で有効かつ重要であった」と三鷹市としても振り返りをし

ている状況である３６）。 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのような非常時（緊急時）は、自治体の長（三鷹市長など）が

トップダウンでアクションを行い、今後の方針等の指示をしなければ迅速な対応ができない。その際に、いかな

る形で意思決定をしていくかは、予防行政（リスク管理行政）として当該感染症対策が広域的な対策が必要にな

る特徴もあり、近隣の自治体や国の方針等も重要になることから、一自治体（三鷹市）として BCP 等を含むそ

の対策方針等に独自の特徴（オリジナルさ）を打ち出すことは必ずしも常にプラスの影響をもたらすとは限らな

いという考えにも基づいており、当該基準や行動指針等を含めその詳細を予めすべて細かく定めておく必要は

ないということも理解しながら三鷹市は対応を進めてきている状況である。 

 

三鷹市の事業継続計画（BCP）をめぐるリスク管理行政の課題

上述した三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の現状や現場担当の実態を伴ったヒアリング調査内容等を踏

まえ、その課題について示す。 

三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の課題としては、次の 5 つに大別することができる。なお、以下に示

す BCP をめぐるリスク管理行政の課題に関しては、具体的に三鷹市の防災課と健康推進課の担当者から実際に

ヒアリング調査をした内容等に基づいて示す。それに伴い、以下内容は、三鷹市の BCP に関するリスク管理行

政の課題を網羅的に示した内容ではないことを予め付言しておく。 

第 1 に、三鷹市の BCP は「防災編」の策定に留まっており、「風水害」関連の項目内容がない点が課題として

挙げることができる。なお、現在でも風水害に関しては BCP 等の策定の動きは見受けられない状況である。こ

の点、近年の地球温暖化等に伴う気候変動により生じている甚大な風水害の対策は、自治体としても早急に取り

組まなければならないリスクの一つである。 

第 2 に、三鷹市の BCP（防災編）は、平成 24 年（2012 年）の策定後に特段の改訂等もされていない状況であ

り、2011 年の東日本大震災後に策定されてから現在に至るまでに直近の能登半島地震などを含め大きな震災を

いくつか経験している中で、その教訓等を BCP に反映するなどアップデートがなされていないことが課題とな

る。ただし、三鷹市では BCP（震災編）も改訂の動きが出てきている状況である 

第 3 に、BCP は非常時における優先業務を含む通常業務の継続に関する方向性を定めているため、各担当部

署等でその詳細は別途定める必要がある点が課題となっている。その一方で、BCP 等で定めておいても、いつ、

どこで、どれほどの規模の地震等の災害が生じるのか否かすら不確実な状況下において、実際に災害等が生じた

際に計画通りのプロセスを経てアプローチができるとは限らず、当該計画を策定すること自体の難しさがある。

つまり、細かく詳細に BCP を策定しても、実際に震災等の自然災害やパンデミックなどの不測の事態となった

場合は、その効果等は期待できない可能性も一定程度残ることになる。よって、このことは BCP 策定段階にお

ける不確実性があることを意味する。 

第 4 に、新型コロナウイルス（COVID-19）などの新型感染症が一体どのような性質があるのかを迅速かつ正

確に把握することは難しく、その実効性を担保した具体的な対策を講じるにあたっての BCP 策定にはその改訂

を含め不確実性がある点を課題として挙げることができる。なお、この点も BCP 策定段階における不確実性と

位置付けることができる。また、この第 4 課題に派生的に生じる問題として、「感染状況についての東京都から

の情報提供が限定的なため、市では把握できず、様々な問い合わせ等が市に多く寄せられ、対応に苦慮すること

が多かった」こともあり、「情報共有の内容・協力体制のあり方についての検討も今後の大きな課題だと考える」

と振り返り指摘がされている３７）。 

第 5 に、三鷹市として在住等で人口が増える中、その一方で経年的に職員数が減っている状況に鑑みると、震

災等の非常時の際に BCP を具体的に運用・実施するにあたって一体どれだけの職員が集まるのかが分からない

点が課題となっている。つまり、BCP を踏まえ非常時に集まる職員数やその体制等は事前に整備・計画されてい

るものの、実際に震災等が発生した非常時に三鷹市の職員（1046 名［2023 年 4 月 1 日現在］）３８）が一体どれほ

ど主体的に集まるのか、また物理的に集まることができるのかというと、その想定や当該計画とは大きな乖離が

生じる可能性があるということである。また、もし一定の職員が集まったとしても、普段の業務領域外になる危

機管理対応や非常時優先業務を実際に率先して迅速かつ適切に行える人員がどれだけ確保できるか、管轄外の

非常時優先業務等を行うことができるスキル・能力を確保すべく実践的な訓練をどれほど行ってきたかに関し

て想定と実態の乖離が生じ得る可能性がある。よって、これらの点からは BCP 実施・運用段階における不確実

性があると言える。 

 

４ 不確実性に対処する事業継続計画策定と

リスクコミュニケーションをめぐるまちづくり行政との関係性

 

不確実性を伴うリスクに対処する BCP 策定とリスクコミュニケーションをめぐるまちづくり行政との関係性

を検討する上で、上記で示した三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の現状と課題、そして三鷹市役所のコミュ

ニティ創成課へのアンケート調査内容等を踏まえて検討する。 

不確実性に対処する業務継続計画（BCP）策定のあり方とその必要性 
まず、この不確実性を伴うリスクに対処する BCP 策定のあり方とその必要性に関して、本稿ではより本質的

な課題解決と新たな BCP 策定のあり方を追究すべく、上述した三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政の課題で

示した第 3、第 4、そして第 5 の課題により焦点を当てて検討を行う。 

これら 3 つの三鷹市の BCP のリスク管理行政上の課題に共通するのは、いずれも「不確実性」がキーワード

になっている点である。具体的には、第 3 課題に関しては、BCP 策定後の運用実施に際しての実効性をめぐる

「不確実性」である。また、第 4 課題については、BCP が対象とするリスクや危機の事象に対する「不確実性」

である。最後に第 5 課題に関しては、BCP 策定後の非常時における当該実施段階の運用リスク、すなわち BCP

運用に際しての人的確保に対する「不確実性」である。 

このように、三鷹市の BCP をめぐるリスク管理行政上の本質的課題には、共通して「不確実性」という潜在

的要素があることが分かる。とりわけ、これらの BCP に関連する「不確実性」は連鎖的に生じ、それらを取り

巻く課題をより高度化・複雑化させる性質がある。本稿では、この性質を「不確実性のスパイラル」と呼ぶこと

にする。では、BCP 策定及び運用実施等を推進していく中で、上述したような 3 つの「不確実性」を潜在的に有

する課題に対して、いかなる予防的な対応が求められるのだろうか。そして、これら「不確実性のスパイラル」

に対処する BCP 策定の新たなあり方とは何かという問題が生じる。 

この点、「防災基本計画」や「地域防災計画」が災害の種類を例示し、各々の準備と対策を掲げているが３９）、

本稿でも一部先述したように当該計画やそのシナリオなどが必ずしも想定通りに話が進むとは限らず、このよ

うな具体的に例示された災害等が発生した場合ということが前提となる。つまり、新型コロナウイルス（COVID-19）
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感染症のような想定しないパンデミックなどの非常事態が生じた際は、一部的および一時的に行政機能が停止

または当該組織体制が弱体化することを意味する。すなわち、「認識しないリスクには備えられない」４０）とも言

われており、全て予め網羅的に具体的な BCP の対象となる事象を想定することが難しいことを意味する。 

このようなことに鑑みると、「不確実性のスパイラル」にも対処していく上でも、「オールハザード型 BCP」の

策定やそれらを基軸とする考え方の方針転換が求められるのではないかと考える。この「オールハザード型 BCP

は、考え方をシナリオベース（原因事象に着目）からリソースベース（結果事象に着目）に転換するもの」であ

り、「危機事象によって『結果として生じる事象』に着目する」アプローチである４１）。つまり、「防災基本計画」

や「地域防災計画」のように災害の種類（原因事象・危機事象）を例示してその計画策定や対策を講じるのでは

なく、上述したような三鷹市の BCP の課題として示した非常時の職員等の人的確保問題（人員不足）、すなわち

災害等によって生じる「リソースベース」の「結果として生じる事象」に注目して BCP の策定をしていくこと

が、「不確実性」を伴うリスク事象に対処していく上でも必要不可欠なアプローチになるのではないかと考える。

なぜなら、このような原因事象や危機事象そのものに「不確実性」要素がある以上、個別具体的な当該事象に基

づく BCP 策定に際しての計画上の「不確実性」の蓋然性が高くなるからである。本稿でも事例として挙げた「新

型コロナウイルス感染症のように、新たな感染症に関する知見は、パンデミックの時点では明確ではなく、その

対策にあたって試行錯誤が不可避である」４２）とも指摘されているように、大前提として我々人類社会が想定を

していない事象が生じないことが約束されている状況ではなく、科学技術などの人類の英知を活用して状況を

把握し課題解決（不確実性の度合いの低減）をしていくことになる。 

なお、この点に関して、東京都は 2008 年 11 月に「都政の BCP（東京都事業継続計画）＜地震編＞」を策定

し、東日本大震災（2011 年）では「一時的に行政機能が喪失するなど、業務継続計画を定めていた被災自治体に

おいても、想定外の事態により業務継続が困難となる事態が発生」し、また熊本地震（2016 年）では「発災時に

おける迅速な初動対応の必要性、持続可能な体制の整備の必要性、他自治体等からの応援受入の重要性が改めて

浮き彫りとなった」こと踏まえ、「発災時における業務の継続性を高め、より実効性のある計画とするため」に

2017 年 12 月に当該計画の改定を行い、さらに 2023 年 11 月には「いつ起こるとも知れない災害に備え、様々な

災害の事象、規模に応じて、柔軟に対応できる業務継続計画」にすべく改定が行われている４３）。この東京都事

業継続計画の直近の 2023 年改定では、「東京で起こり得る様々な災害に対応」、「被害の実態に即した執行体制の

構築」、そして「業務継続の実効性向上」という 3 つの改定ポイントを掲げ、「様々な災害事象と規模に応じて、

柔軟に対応できる BCP へレベルアップ」すべく、「オールハザード型 BCP」を目指している状況である４４）。こ

のように、東京都も「オールハザード型 BCP」への移行とその必要性を認識していると言える。 

以上のような内容を踏まえ、上述した「オールハザード型 BCP」による「リソースベース」の「結果として生

じる事象」に着目した当該計画策定により、先述した「不確実性のスパイラル」による全体としての不確実性へ

の蓋然性を相対的に抑えることができると考える。 

 

不確実性に対処する業務継続計画（BCP）策定とまちづくり行政の関係性 
さらに、上述した内容や本稿で検討を進めてきた内容等を踏まえ、不確実性に対処する BCP 策定とまちづく

り行政の関係性について若干の検討を行う。 

2024 年 1 月 1 日の能登半島地震などの自然災害や COVID-19 などの感染症パンデミックのような人命や健康

等の不可逆性とその発生及び影響等に対する不確実性を伴うリスクが実際に生じた非常時において、リスク管

理行政及び危機管理行政の一環としての BCP 策定・運用実施とまちづくり行政、とりわけ平時におけるリスク・

コミュニティ行政は関連付けていく必要があると考える。 

この点、例えば「内閣府『避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査結果報告書』（2013 年）によれば、
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感染症のような想定しないパンデミックなどの非常事態が生じた際は、一部的および一時的に行政機能が停止

または当該組織体制が弱体化することを意味する。すなわち、「認識しないリスクには備えられない」４０）とも言

われており、全て予め網羅的に具体的な BCP の対象となる事象を想定することが難しいことを意味する。 

このようなことに鑑みると、「不確実性のスパイラル」にも対処していく上でも、「オールハザード型 BCP」の

策定やそれらを基軸とする考え方の方針転換が求められるのではないかと考える。この「オールハザード型 BCP

は、考え方をシナリオベース（原因事象に着目）からリソースベース（結果事象に着目）に転換するもの」であ

り、「危機事象によって『結果として生じる事象』に着目する」アプローチである４１）。つまり、「防災基本計画」

や「地域防災計画」のように災害の種類（原因事象・危機事象）を例示してその計画策定や対策を講じるのでは

なく、上述したような三鷹市の BCP の課題として示した非常時の職員等の人的確保問題（人員不足）、すなわち

災害等によって生じる「リソースベース」の「結果として生じる事象」に注目して BCP の策定をしていくこと

が、「不確実性」を伴うリスク事象に対処していく上でも必要不可欠なアプローチになるのではないかと考える。

なぜなら、このような原因事象や危機事象そのものに「不確実性」要素がある以上、個別具体的な当該事象に基

づく BCP 策定に際しての計画上の「不確実性」の蓋然性が高くなるからである。本稿でも事例として挙げた「新

型コロナウイルス感染症のように、新たな感染症に関する知見は、パンデミックの時点では明確ではなく、その

対策にあたって試行錯誤が不可避である」４２）とも指摘されているように、大前提として我々人類社会が想定を

していない事象が生じないことが約束されている状況ではなく、科学技術などの人類の英知を活用して状況を

把握し課題解決（不確実性の度合いの低減）をしていくことになる。 

なお、この点に関して、東京都は 2008 年 11 月に「都政の BCP（東京都事業継続計画）＜地震編＞」を策定

し、東日本大震災（2011 年）では「一時的に行政機能が喪失するなど、業務継続計画を定めていた被災自治体に

おいても、想定外の事態により業務継続が困難となる事態が発生」し、また熊本地震（2016 年）では「発災時に

おける迅速な初動対応の必要性、持続可能な体制の整備の必要性、他自治体等からの応援受入の重要性が改めて

浮き彫りとなった」こと踏まえ、「発災時における業務の継続性を高め、より実効性のある計画とするため」に

2017 年 12 月に当該計画の改定を行い、さらに 2023 年 11 月には「いつ起こるとも知れない災害に備え、様々な

災害の事象、規模に応じて、柔軟に対応できる業務継続計画」にすべく改定が行われている４３）。この東京都事

業継続計画の直近の 2023 年改定では、「東京で起こり得る様々な災害に対応」、「被害の実態に即した執行体制の

構築」、そして「業務継続の実効性向上」という 3 つの改定ポイントを掲げ、「様々な災害事象と規模に応じて、

柔軟に対応できる BCP へレベルアップ」すべく、「オールハザード型 BCP」を目指している状況である４４）。こ

のように、東京都も「オールハザード型 BCP」への移行とその必要性を認識していると言える。 

以上のような内容を踏まえ、上述した「オールハザード型 BCP」による「リソースベース」の「結果として生

じる事象」に着目した当該計画策定により、先述した「不確実性のスパイラル」による全体としての不確実性へ

の蓋然性を相対的に抑えることができると考える。 

 

不確実性に対処する業務継続計画（BCP）策定とまちづくり行政の関係性 
さらに、上述した内容や本稿で検討を進めてきた内容等を踏まえ、不確実性に対処する BCP 策定とまちづく

り行政の関係性について若干の検討を行う。 

2024 年 1 月 1 日の能登半島地震などの自然災害や COVID-19 などの感染症パンデミックのような人命や健康

等の不可逆性とその発生及び影響等に対する不確実性を伴うリスクが実際に生じた非常時において、リスク管

理行政及び危機管理行政の一環としての BCP 策定・運用実施とまちづくり行政、とりわけ平時におけるリスク・

コミュニティ行政は関連付けていく必要があると考える。 

この点、例えば「内閣府『避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査結果報告書』（2013 年）によれば、

東日本大震災時の避難では、高齢者や障がい者は、家族や近所の人など、身近な方からの直接的な働き掛けによ

る他、福祉関係者からの連絡や声掛けなどによって避難した割合が高いことが明らかになっている」４５）という

研究結果に鑑みると、非常時における「危機管理行政」とコミュニティ形成をめぐるまちづくり行政の関係性と

その有効性を一定程度見出すことができるのではないだろうか。つまり、上記で示した「近所の人」とのコミュ

ニティ等は非常時に形成されるものではなく、平時からの関係性や信頼関係の構築がより重要になる。そのよう

な意味において、平時の BCP 策定等における「リスク管理行政」の一環として、このような近所づきあいなど

の地域コミュニティ（リスク・コミュニティなど）形成をめぐる当該取り組みの推進及び強化等が普段のまちづ

くり行政に取り組まれることにより、当該 BCP 内に一種の新たなリスクコミュニケーションの機能の創出とそ

の効果をもたらすことにも繋がると言える。その上で、自然災害や感染症パンデミックを含め「長いスパンで災

害事象を眺めると、地域が遭遇するさまざまな局面に対峙していく中で、地域が自律的に試行錯誤を繰り返しな

がら、地域のもつ諸資源や諸関係を駆使しつつ、地域外部との交渉を通じて資源調達を行って〈地域を運営して

いく力〉こそが最も重要な参照点である」４６）とも指摘されている。非常時による自治体行政による支援だけに

留まらず、この「地域」（地域コミュニティを含む）が自律的に「地域を運営していく力」を構築・強化してい

く上でも、平時の BCP 策定等における地域コミュニティとの連携やその強化をリスクコミュニケーションの観

点から位置付ける意義はあると言えるのではないだろうか。 

三鷹市において、このようなコミュニティ形成を支援および連携等をする管轄部署として、生活環境部コミュ

ニティ創生課がある。コミュニティ創成課へのアンケート調査でも、「『コミュニティ創生』に対する基本的な姿

勢としては、住民主体の自主的な活動を最大限尊重しつつ、支援を要する場面で適時適切なサポートを提供する

ことが重要であると認識」しており、「住民同士の『支え合い』による新たな『共助』と『協働』の仕組みで自

律的に解決していく『コミュニティ創生』の取組を促進し、地域の絆の強化、地域力の向上を図って」いくこと

を目指している現状がある。このことに鑑みると、不確実性を伴うリスクに対処すべく平時の BCP 策定段階に

おけるまちづくり行政の一環として、リスク・コミュニティを含む「コミュニティ創生」の促進・強化およびそ

の連携をしていくことは、三鷹市のコミュニティ行政（まちづくり行政）の今後の方針からも大きくそれる内容

ではない。しかし、アンケート調査でも確認できたが、三鷹市における「コミュニティ創生」活動に関して、「リ

スクコミュニケーション」という観点は盛り込まれておらず、三鷹市の「コミュニティ行政の課題」４７）におけ

る追加的な要素になる可能性がある４８）。 

また、例えば新型コロナウイルス感染症に伴うパンデミックは、「いわば社会全体で“自由の総量規制”をか

け、その総量の範囲内での“自由の分配”のあり方と、それを達成するための手段を統合的に提示し、実行する

ことが必要となる」４９）状況下で、非常時に実際に運用実施する BCP 策定に当たっての平時におけるリスク管

理行政のあり方として、「個人」を対象とした規制等に限界がある中で、「社会」や「地域」といった対象単位で

例外的に「自由の総量規制」及び「自由の分配」をしていかざるを得ないことに鑑みると、平時の BCP 策定等

における「リスク管理行政」の一環として、町内会・自治会を含む上述同様にコミュニティなどの形成・維持を

めぐる当該取り組みの推進及び強化等をする連携や協力体制の構築に関する動きも「個人」という単位から「地

域」・「社会」という単位にも規制・管理範囲が広がる中で必要不可欠なアプローチとなり得る。 

リスクコミュニケーションを伴うまちづくり行政への波及的な有効可能性 
最後に、本稿で検討を進めてきた不確実性を伴うリスクを想定した業務継続計画（BCP）の策定と運用実施の

あり方に関して、若干の考察を含めリスクコミュニケーションを伴うまちづくり行政への波及的効果について

検討を行う。 

本稿でも事例対象として取り上げてきた東日本大震災等の自然災害はいつ、どのような規模で、いかなる被害
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をもたらすかは分からない状況下（不確実性の下）で前触れもなく唐突に発生する。このような災害被害は、一

般的に「『自然の外力×暴露量（人口など）×社会の脆弱性』の関数である」と言われており、日本ではこの「社

会の脆弱性」が進行しており、とりわけその中でも「地域の付き合いは弱くなり（中略）、町内会・自治会への

参加者は減った」社会状況であると言われている５０）。 

このような日本の社会情勢の中で、少なくとも新たな自然災害やパンデミックを踏まえた不確実性を伴うリ

スクに対処すべく、一自治体として今後の BCP の策定とその運用のあり方に関して、コミュニティ形成を含む

まちづくり行政との関連性やその波及的な有効可能性は新たに見出すことができると考える。 

近年、介護福祉施設に対して災害及び感染症対応関連の BCP 策定義務が要請されるなど、福祉 BCP をめぐっ

ては、「自治体の内部で福祉部局と防災・都市計画部局が縦割りを超えて連携しなくてはならない」との指摘も

あり、このような連携等の「意義や業務内容について対話により共通理解をつくることが第一歩」となり、その

上で「高齢者や障がい者等の災害時の安全確保への取り組みが、平時の地域社会で支え合える関係性をつくる機

会にもなる」と言われている５１）。このことに鑑みると、自然災害を想定した防災関連と感染症等を含むパンデ

ミック等に関連した BCP 策定部署間における連携、そして当該 BCP 策定部署とコミュニティ形成を含むまちづ

くり関連部署との連携の強化、すなわち一種の自治体内における部署間におけるリスクコミュニケーションの

デザインやそれに伴う連携強化をしていくことで、平時におけるより実効性を担保した不確実性を伴うリスク

を想定した地域住民への各種行政サービスを展開できる可能性があると考える。 

この点、時として「自然災害対策が関わる分野の広さが平常時の縦割りの壁に阻まれ、身動きがとれないこ

と」５２）があると言われている。三鷹市を含め多くの地方自治体では、非常時における BCP 策定に係る各種関

連部署は平時からの連携や情報共有等は行われているものの、一見すると BCP 策定とは関連性を見出すことが

できない部門等を越えた具体的な連携や訓練等は必ずしも定期的に行われてない可能性が高い。本稿でも示し

たように、非常時の自治体職員等の人的確保問題（人員不足）が課題として「不確実性」とともに残されている

中で、平時からの関連部署以外の部門を越えた連携や具体的な訓練、そしてリスクコミュニケーションを含む情

報共有等を行う必要性を見出すことができる。このように「自然災害対策は、（中略）多分野が共同して進める

必要があり、平常時の縦割りの壁で思考停止しない意識と仕組みが必要である」５３）とも述べられている所以で

ある。この点に関しては、2016 年 4 月に起きた熊本地震などのように、人事異動がある時期に自然災害等の不

確実性のあるリスクが生じる可能性を踏まえ、自治体職員の「人事異動に伴う引継ぎ等の徹底」５４）においても

関連する内容であり、とりわけ「非常時優先業務」のより上位にくる関連業務は、自治体職員全員が従事できる

ようにするなどの普段からの連携・訓練の必要性を見出すことができ、より一層重要な留意点であると言える。 

また、新型コロナウイルス感染症等のパンデミック対策として、「早期段階で独自の対策本部を設置したこと

で、速やかに情報共有することができ、幅広い対策を打ち出すことができた一方で、対策本部の開催に当たり、

専任の担当がいない中で対応に苦慮することが多かったことから、対策本部を設置する前段階から作業部会等

の体制があると、より迅速な対応が可能であった」５５）と三鷹市は当該検証報告に述べている。ここで三鷹市側

の得られた重要な学びとしては、上述した「対策本部を設置する前段階から作業部会等の体制があると、より迅

速な対応が可能であった」という点ではないだろうか。すなわち、対策本部が設置されるのは、何らかの自然災

害やパンデミックが発生した後の非常時であることから、その前段階という意味は当該発生前の平時というこ

とになる。BCP 関連でのリスク管理行政の一環として平時から上述したような福祉と防災などの自治体内のよ

り具体的な連携強化や自治体外（本稿では自治体と地域コミュニティ）、とりわけ三鷹市の BCP（防災）では上

述でも示したように民間協力団体等との連携をしているが、BCP に記載のない自主防災組織等を含む町内会や

自治会とのより密接な連携強化体制（支援要請体制を含む）の構築をして、この平時における「作業部会等」に

各種地域コミュニティ組織にも参画してもらうことで、BCP 内に平時におけるリスクコミュニケーションの新
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をもたらすかは分からない状況下（不確実性の下）で前触れもなく唐突に発生する。このような災害被害は、一

般的に「『自然の外力×暴露量（人口など）×社会の脆弱性』の関数である」と言われており、日本ではこの「社

会の脆弱性」が進行しており、とりわけその中でも「地域の付き合いは弱くなり（中略）、町内会・自治会への

参加者は減った」社会状況であると言われている５０）。 

このような日本の社会情勢の中で、少なくとも新たな自然災害やパンデミックを踏まえた不確実性を伴うリ

スクに対処すべく、一自治体として今後の BCP の策定とその運用のあり方に関して、コミュニティ形成を含む

まちづくり行政との関連性やその波及的な有効可能性は新たに見出すことができると考える。 

近年、介護福祉施設に対して災害及び感染症対応関連の BCP 策定義務が要請されるなど、福祉 BCP をめぐっ

ては、「自治体の内部で福祉部局と防災・都市計画部局が縦割りを超えて連携しなくてはならない」との指摘も

あり、このような連携等の「意義や業務内容について対話により共通理解をつくることが第一歩」となり、その

上で「高齢者や障がい者等の災害時の安全確保への取り組みが、平時の地域社会で支え合える関係性をつくる機

会にもなる」と言われている５１）。このことに鑑みると、自然災害を想定した防災関連と感染症等を含むパンデ

ミック等に関連した BCP 策定部署間における連携、そして当該 BCP 策定部署とコミュニティ形成を含むまちづ

くり関連部署との連携の強化、すなわち一種の自治体内における部署間におけるリスクコミュニケーションの

デザインやそれに伴う連携強化をしていくことで、平時におけるより実効性を担保した不確実性を伴うリスク

を想定した地域住民への各種行政サービスを展開できる可能性があると考える。 

この点、時として「自然災害対策が関わる分野の広さが平常時の縦割りの壁に阻まれ、身動きがとれないこ

と」５２）があると言われている。三鷹市を含め多くの地方自治体では、非常時における BCP 策定に係る各種関
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おわりに

 
結論（若干の考察を含む）

本稿では、まず、地方自治体における「地域防災計画」や「BCP」の位置づけやその必要性および当該関係性

について、「リスク管理行政」と「危機管理行政」の違いにも触れながら検討を進め示した。次に、具体的に三

鷹市の BCP 策定等をめぐる「リスク管理行政」の現状や課題に関して、当該関連部署の現場担当者へのヒアリ

ングやアンケート調査内容等を踏まえ、その本質的な課題を示した。その上で、リスクコミュニケーションのデ

ザインを伴うコミュニティ形成などを含むまちづくり行政にも着目し、「不確実性」に対処する BCP 策定上の本

質的課題（根本的な要素）を示し、「リスク管理」としての当該策定の重要性とそのあり方に関して、新たな視

座と政策的示唆を示した。 

以上のような検討内容等を踏まえ、本稿における具体的な新たな視座とその政策的示唆としては、第 1 に、三

鷹市の BCP をめぐる「リスク管理行政」上の本質的課題には、共通して「不確実性」という潜在的要素があり、

これら「不確実性」の連鎖、すなわち「不確実性のスパイラル」に対処していく上でも、「オールハザード型 BCP」

の策定とそれを基軸とする考え方の方針転換が求められることを示した。第 2 に、「リスク管理行政」及び「危

機管理行政」の一環としての BCP 策定・運用実施とまちづくり行政、とりわけ平時におけるリスク・コミュニ

ティ行政は関連付けていく必要があることを示した。そのようなアプローチをしていくことで、自治体 BCP 内

に一種の新たなリスクコミュニケーションの機能とその効果をもたらす可能性があることを示した。第 3 に、三

鷹市の BCP（防災）では民間協力団体等との連携を示しているが、自主防災組織等を含む町内会や自治会との密

接な連携強化体制（支援要請体制を含む）の構築をしていくことで、BCP 内に平時におけるリスクコミュニケー

ションの新たな発現を見出すことができ、通常 BCP の運用・実施が想定している「非常時」に限らず、「平時」

の BCP 策定段階から既にこの運用・実施がスタートしているということが「不確実性」に対処する上でも重要

なアプローチになることを示した。 

また、本稿で取り上げたような自然災害や感染症災害（パンデミックを含む）に対して、とりわけ「自然災害

対策は総合的アプローチが必要」５９）であることが一般的に指摘されている中で、これらの分野横断的な総合的

アプローチは新型コロナウイルス対策でも如実にその重要性と必要性が認識された。そのような意味において

も「それぞれの分野を対象とする学問の集結が必要であり、社会に実現していくには、実務の分野でも、国、地

方自治体、公益団体、民間もライフライン企業、マスコミなどさまざまな組織体とともに、地域住民団体や市民
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一人ひとりに至るまで全員が関わるので、その連携を図りながら全体を動かす必要がある」６０）と言われており、

この点に関しては本稿で検討を進めてきた非常時を含む特に平時における BCP 策定のあり方とも繋がる側面が

あると考える。 

さらに、公害・環境規制や情報公開制度などを含め「一般に、地方自治体の制度変更は国に先行することが多

い」６１）傾向があると言われている。そして、「新しい政策を特定の自治体が導入しその成果が明らかになったと

き、あるいは成果は未だ現れていなくてもそのような新規政策が他の自治体にも共有されている緊急の課題（法

律による新たな要請を含む）の問題解決に有効であると判断されるとき、その政策はこぞって他の自治体にも導

入されるようになる」６２）ことに鑑みると、本稿で検討を進めてきた「不確実性」を伴うリスクに対する自治体

BCP 策定等の新たなあり方に関する本結論は、三鷹市が他の自治体に比して先駆けで新たな BCP の取り組みを

導入し、グッドプラクティスを広く周知する契機になると言える。このことは、「不確実性」を伴う災害対策に

おける BCP のあり方に、一種の「ゲームチェンジ」のような変革を与えることになるだろう。 

 

今後の研究課題

本稿における検討内容や結論等を踏まえ、本研究における残された今後の研究課題について示す。 

まず、本稿ではインタビュー調査や文献調査等を通じて三鷹市における BCP の現状や課題を示したが、当該

内容の更なる精査（さらに掘り下げたデプスインタビューの実施などを含む）や三鷹市以外の他地方自治体の

BCP との特徴の違いなどを含む比較検討も必要なアプローチになると考える。 

また、平時の BCP 策定や非常時における運用実施に当たっての課題や問題は、本稿でも三鷹市の現状等を踏

まえ一部指摘をしているように、その特徴やオリジナルさを打ち出すメリットもデメリットもあり、「不確実性」

の性質や時代・環境等の変化も見据えた上で、地域特有のリスク等も存在する中で最終的にどのようなバランス

で BCP を策定していくかが問われている。そのような状況下で、BCP の新たなあり方やその機能、そして平時

における BCP およびリスクコミュニケーションの位置づけ等に関して更なる追究が必要である。 

さらに、「リスク管理の観点を踏まえた危機管理法制を今後構築することが必要である」６３）とも指摘されて

いるように、「不確実性」に対処するための平時段階での「リスク管理行政」は、非常時の「危機管理行政」の

質や意思決定を左右することにも繋がり得ることから、本稿で検討を進めてきた自治体 BCP 策定に関して、平

時における「リスク管理」の様々な視点で包括的な見直しを行い、より時代や環境の変化に応じた当該計画の策

定をしていく必要があるだろう。

［注］ 

1） 内閣府・防災担当（2023）、p.4 引用。なお、ここで示されている「非常時優先業務」とは、「大規模災害などの危機事

象の発生時にあっても優先して実施すべき業務のこと」であり、例えば「災害応急対策業務や早期実施の優先度が高

い災害復旧・復興業務等のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる」とされている。内閣府（2023）、p.81

引用・参照。 

2） 森健（2020）、p.79 引用。 

3） 本田茂樹（2021）、p.10 参照。 

4） 田代民治（2023）、p.10 引用。 

5） 田代（2023）、p.10 引用。 

6） 髙橋儀平（2019）、p.26 引用。 

7） 中邨章（2020）、p.160 引用・参照。 

8） 五十嵐仁（2023）、p.57 引用。 
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1） 内閣府・防災担当（2023）、p.4 引用。なお、ここで示されている「非常時優先業務」とは、「大規模災害などの危機事

象の発生時にあっても優先して実施すべき業務のこと」であり、例えば「災害応急対策業務や早期実施の優先度が高

い災害復旧・復興業務等のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる」とされている。内閣府（2023）、p.81

引用・参照。 

2） 森健（2020）、p.79 引用。 

3） 本田茂樹（2021）、p.10 参照。 
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6） 髙橋儀平（2019）、p.26 引用。 

7） 中邨章（2020）、p.160 引用・参照。 
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10）中邨（2020）、p.161 引用。 

11）レジーナ・E・ラングレン、アンドレア・H・マクマキン（2021）、p.12 引用。 

12）この点、日本における「災害対策は昭和 38 年に制定された災害対策基本法が基本となっている」状況である。立石清

一郎・五十嵐侑（2023）、p.126 引用。 

13）中邨（2020）、pp.154-155 引用・参照。 
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24）東京海上ディーアール株式会社（2022） p.37 引用。 
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